
仕様書別添　参考資料

・　貸付料

※草加市行政財産の使用料に関する条例に準じて算出した額。（１０円未満切り捨て）

1.1 2㎡ 1,019㎡

イ　納付割合

ウ　電気料

 ※令和8年3月までは２台（西側・東側）設置だったが、今回設置は１台のみ

物件番号１　２階玄関ホール横　西側

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

売上本数 95本 201本 184本 196本 201本 224本 164本 131本 212本 147本 205本 187本 2,147本

物件番号２　２階玄関ホール横　東側

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

売上本数 118本 137本 76本 154本 324本 147本 263本 38本 131本 51本 92本 147本 1,678本

・　参考（令和７年４月～令和８年３月 自動販売機設置状況）

　　（建物適正価格×1,000分の6＋敷地適正価格×1,000分の3.5）×消費税相当分×建物使用面積÷建物延べ面積

ア　基本料（月額）

月額 6,640円

※設置者が自ら設置した子メーター（計量法(平成4年法律第51号)に基づく　検査に合格したものに限る。）により計測した電気使用量に基づき計算した額とする。
電気料の計算方法は、自動販売機の電気使用量を施設の電気使用量で除した値に施設の電気料金を乗じて得た額とする。（１円未満切り捨て）

※納付割合は、設置希望者自らが算出し、応募価格提案書（別紙様式２）に記入した数字（小数点第２位までの数字及び％で表示する。）とする。

382,767,498円 222,632,700円


